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第１編  総則 

第１章 計画の目的と構成等 

第１ 目的 

この計画は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」という。)

第３９条第１項、大規模地震対策特別措置法(昭和５３年法律第７３号。以下「大震法」

という。)第６条第１項、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

（平成１４年法律第９２号。以下「南海トラフ地震法」という。）第５条第１項の規定及

び防災憲章、防災行動方針（平成１８年１０月２０日制定）に基づき定めるものとする。 

第２ 構成 

この計画は、災害の時系列に対応した構成としている。第１編の総則に続いて、第２

編を平常時からの取組み、第３編を災害の発生、第４編を災害復旧とし、災害全般に関

し、各段階における諸業務について定めている。また、第５編に津波への対応、第６編

に災害発生時のステークホルダーへの対応を定めている。 

第３ 修正 

本計画は、災害に関する経験と対策の積み重ね等により、随時見直されるべき性格の

ものであり、今後必要に応じて加筆修正を行うものとする。 

第４ 定義 

１ 災害 

災対法第２条第１号に規定する被害をいう。 

２ 防災 

災対法第２条第２号に規定する防災をいう。 

３ 地震災害 

大震法第２条第１号に規定する被害をいう。 

４ 地震防災 

大震法第２条第２号に規定する防災をいう。 

５ 南海トラフ地震防災対策推進地域 

南海トラフ地震法第３条第１項の規定により指定された地域をいう。 

６ 南海トラフ地震防災対策推進基本計画 

南海トラフ地震法第５条第１項に規定する計画をいう。 

７  グループ会社 

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和五十一年大蔵省令 第二

十八号）第２条第３号に規定する子会社及びに第２条第７号に規定する関連会社に該当

する西日本高速道路株式会社の子会社及び関連会社をいう。 

  ８ 災害時支援エリア 

南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画において、広域進出拠点

又は進出拠点に位置付けられた休憩施設及び会社として位置付けた休憩施設をいう。 

第２章 防災の基本方針 

過去に経験をしたことがないような災害が発生した場合にも、道路機能を可能なかぎり短

期間に回復し、安全・安心な道路空間を提供することを最大の使命と認識し、将来起こりう

る災害に万全な防災体制の構築を目指すものとする。 

第１  災害対応の基本的な考え方 

１ 過去の災害事例を精査し、常に新しい視点をもって、災害への取組みを構築するも

のとする。 

２  特に留意すべき、内陸地震や海溝型地震、集中豪雨など西日本地域の災害特性を把

握し、常に最新の知見をもって、起こりうるあらゆる災害を想定して防災対策に取組

むものとする。 

３  過去の災害時において、幸運にも甚大な被害を免れた経験を再検証し、今後起こり

うる災害への対応に取組むものとする。 

４  災害対応にあたっては、当社及びグループ会社が連携し、総力を結集して取組むも
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のとする。 

５  現地での復旧を支援する復旧支援チーム及び被災者や地域住民対応などの第三者

被災対応チームを社内横断的に組織し、災害発生時に早期に現地派遣ができる体制を

構築するものとする。 

第２  関係機関との連携強化 

１  平常時、災害発生時及び災害復旧時の各段階において、国、独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）及び地方公共団体等と連携し、一

体となって最善の対策をとるものとする。 

２  地方公共団体等が組織する地域防災会議への参画及び地方公共団体等との防災に関

する協定締結など相互協力体制の強化を図るものとする。 

第３  災害リスクに基づく防災対策 

起こりうる災害の可能性と災害発生による損失の積である災害リスクを最小限にする

観点から、各路線の特性を十分把握し、プライオリティーを考慮した防災対策の計画を

立案するものとする。 

第２編 平常時からの取組み 

平常時から、災害時における会社としての対応や、個人の行動のあり方について、共通認識

を高めるように努めるものとする。また、地震災害、風水害等の災害に強い高速道路等を形成

するため、防災に対する機能維持及び防災運用の強化を総合的に講じ、防災対策に万全を期す

ものとする。 

第１章 災害に強い道づくり 

第１ 防災対策の計画的実施 

１  災害に対する高速道路等の安全性を確保するため、計画的に点検を実施するととも

に、災害リスクを最小限にする観点から、各路線のプライオリティーを考慮し、災

害に強い道づくりを推進するものとする。 

２  災害発生時における交通輸送機能、指揮命令機能への障害を最小限にとどめるため、

代替機能の確保や多重化の観点から高速道路網や通信ネットワークの整備を計画的

に進めるものとする。 

第２ 特定災害の予防 

高速道路に影響を及ぼす周辺地域の被災特性の事前把握に努め、これらに基づいて、

通行規制基準や防災対策の見直しを適宜行い、被害の拡大防止に努めるものとする。 

１ 道路交通危険箇所への対応 

地すべり、土砂崩落、欠壊等の発生する恐れがある箇所については、防護施設の設

置等必要な安全措置をあらかじめ講ずるものとする。また、併せてその特殊性に対応

した災害予防、情報連絡等に必要な措置を講ずるものとする。 

２ 液状化への対応 

道路施設の設置にあたっては、液状化の発生を防止する対策を講ずるものとする。

また、液状化が発生した場合においても、道路施設の被害を防止する対策等を適切に

実施するものとする。 

３ 津波災害、火山災害等への対応 

国及び地方公共団体の作成する津波災害、火山災害等に関するハザードマップ等に

より、事前に道路周辺地域の津波危険箇所、避難地、避難路等を把握しておくものと

する。 

第３ 構造物・施設等の耐震性の確保 

高速道路等及び附帯施設については、災害時の緊急輸送ルートとしての重要な役割を

果たすことから耐震性の確保に努めるものとする。 

また、土木構造物、建築物、通信施設、防災関連施設などの構造物、施設等の耐震設

計は、それらの種類、目的等により異なるが、基本的な考え方は次によるものとする。 

１  構造物・施設等の耐震設計においては、一般的な地震動と大きな強度をもつプレ

ート境界型地震又は内陸直下型地震などの地震動の２段階の地震動を考慮するもの
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とする。 

２  この場合、構造物・施設等は、一般的な地震動に対しては、地震直後においても

機能回復のための修復をすることなく、地震前と同じ機能が確保でき、大きな強度

をもつ地震動に対しては、地震による損傷が限定的なものにとどまり、その機能回

復が速やかに行い得るものとする。 

３ さらに、構造物・施設等のうち、被災による機能支障が災害応急対策活動を行う

うえで、著しい妨げとなる恐れがあるものや、経済活動等に対し著しい影響を及ぼ

す恐れがあるもの、また、多数の人々を収容する建築物等については、重要度を考

慮し、他の構造物・施設等に比べ耐震性能を高めるものとする。 

４ また、災害経験や最新の知見を参考に起こりうるあらゆる災害に対応した耐震性

の確保を検討し、必要と判断される場合は、今までの考え方に捉われることなく、

その対策を実施するものとする。 

第４ 災害時支援エリアの整備 

災害応急対策活動の広域進出拠点又は進出拠点として、活用される可能性のある休憩

施設について、災害時支援エリアとして、災害時の電力確保や給水設備等の防災機能の

整備を推進するものとする。 

第５ 防災に関する調査研究 

過去の災害事例を精査・再検証するとともに、最新の知見を参考に起こりうるあらゆ

る災害に対応するため調査研究を推進する。 

１ 最新の学術研究の情報を収集するなど、産・学一体となった調査研究に努めるも

のとする。 

２  のり面防災技術に関する研究として、地すべり、崩壊等に効果的かつ合理的に対

応するために、調査、設計、対策工、観測手法等に関する技術の研究を行うものと

する。 

３ 道路構造物の耐震性の向上、液状化に対する盛土の安定性及び耐震補強技術に関

する調査研究を行うものとする。 

４ 耐震設計法の調査研究のために地震動の観測及び解析を行うものとする。 

第２章 災害への備え 

第１ 防災体制の整備 

災害発生時に迅速かつ的確な対応が図れるよう、災害事象及び規模に応じた防災体制

の整備を図るものとする。 

１ 災害発生時及び災害の発生する恐れのある場合の体制 

高速道路等において、災害が発生した場合、または災害の発生する恐れのある場

合は、その事象の規模に応じた適切な体制をとるものとする。 

２ 大規模災害時の体制 

非常かつ重大な災害が発生した場合には、当社及びグループ会社が総力を挙げて

災害応急対策活動にあたるため、非常災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）

を設置するものとする。 

第２ 関係機関、防災協力会社等との連携 

１ 関係機関との連携 

地域防災会議等に積極的に参加し、地域と一体となった防災体制の構築に努める

ものとし、平常時から関係機関との連携を強化するとともに、連絡体制の整備を図

るものとする。 

２ 災害発生時の応援協力体制 

災害発生時の災害応急対策を迅速かつ円滑に行うため、他の高速道路会社、防災

協力会社及びその他関係機関等との応援協力体制について整備を図るものとする。 

３ 兼用工作物管理者との連携 

兼用工作物管理者と平常時から緊密な連携を保ち、応援協力体制について整備す

るとともに、災害時には協力して復旧活動にあたるものとする。 

４ 災害時支援エリアの活用 
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    被災地の救助・救援活動や復旧及びその支援のため、災害時支援エリアの活用に

ついて、関係機関と連携に努めるものとする。 

第３ 道路通行規制の実施基準の整備 

通行に危険があると認められる場合、あるいは予想される場合における道路通行規制

の実施基準をあらかじめ定めるものとする。 

第４ 災害情報・通信システムの整備 

情報通信技術を活用した情報収集・提供設備の強化を行い、情報内容の充実を図るも

のとする。 

１ 収集・観測機器 

機動的な情報収集活動を行うため、ヘリコプター、衛星通信システムの車載型地

球局等、情報収集手段の活用体制の整備を図るものとする。また、地震計、雨量計

等の観測機器を計画的に整備するとともに、定期的な点検を実施するものとする。 

２ 情報通信施設 

災害時における情報通信の重要性を考慮し、情報通信施設の耐震性及び停電対策

の強化を図る。また、情報通信施設の危険分散のため衛星通信システム等による伝

送路の多ルート化を図るものとする。なお、災害時に情報通信手段を確保出来るよ

う、平常時より訓練、整備等を行うものとする。  

３ 情報提供施設 

多様な事象に対応したきめ細やかな情報をお客さまに提供するため、常に最新技

術を把握し、先進的な設備の導入に努めるものとする。 

第５ 情報の収集・連絡体制の整備 

災害時の情報収集・連絡体制について、休日・夜間等の勤務時間外を含めて整備を図

るとともに、その周知を徹底するものとする。 

第６ 各種資料の整備保全 

円滑な災害応急対策を行うため、あらかじめ施設の構造図等の資料を整理しておくと

ともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとする。また、

平常時から防災関連情報の収集、蓄積を行い、総合的な防災関連情報を網羅した防災管

理図の作成に努めるものとする。 

第７ 資機材の確保 

災害発生時の災害応急復旧、災害復旧を迅速かつ円滑に行うため、資機材の備蓄の推

進及び調達方法の確立を図り、資機材の確保に努めるものとする。 

第８ 防災中枢機能の保持等 

災害応急対策等の防災中枢機能を保持するため、社屋及び設備の耐震性、バックアッ

プ機能の向上に努めるとともに、自家発電設備等の整備を図り、停電時でも対応可能な

ものとする。また、コンピュータシステムやデータのバックアップ対策を講ずるものと

する。 

第９ 物資の備蓄、調達、搬送体制の確立 

災害の発生に備えて必要となる物資の備蓄、調達及び搬送体制の確立を図るものとす

る。なお、災害対策本部の運営に必要な食料、飲料水、燃料等の備蓄は、別に定める基

準により必要な量を備蓄するものとする。 

第３章 教育と訓練 

第１ 防災教育の実施 

社員等の防災に関する知識の修得及び災害時における迅速かつ的確な対応能力の向

上を図るため、防災に関する研修の充実と推進を図るとともに、国、地方公共団体等関

係機関が実施する講習会等に積極的に参加するものとする。 

第２ 防災訓練の実施 

１ 防災訓練の実施 

国、地方公共団体等と連携を強化し、大規模災害を想定した防災訓練を実施する

ものとする。 

２ 実践的な訓練の実施と事後評価 
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訓練を行うに当たっては、非常参集訓練、情報の収集・伝達訓練、災害対策本部

設置運営訓練、災害応急対策訓練等、実践的な訓練を実施するものとする。また、

訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善や訓練の充

実を図るものとする。 

第４章 防災知識の普及 

第１ 防災知識の普及 

道路防災週間、防災週間、津波防災の日等の防災関連行事を通じて、お客さま等に対

し、災害の危険性を周知するとともに、災害発生時にとるべき行動等防災知識の普及、

啓発に努めるものとする。 

第２ 防災に関する広報 

お客さま等に対する防災知識の普及に当たっては、インターネット、機関誌の活用、

チラシ、パンフレットの配布、ポスター、横断幕、懸垂幕、看板の掲示、ビデオ等を活

用するものとする。 

第３編 災害の発生 

災害発生時には、規模に応じて必要な体制を早急に構築するものとする。特に大規模災害時

においては、当社及びグループ会社が連携し、総力を結集して対策に取組むものとする。 

第１章 災害の発生が予測される場合の対応 

災害の発生が予測されるときは、適切な体制を構築し、発災時の即応体制を強化するもの

とする。また、緊急地震速報など最新の予測技術の活用にも努めるものとする。 

なお、通行が危険な場合あるいは危険が予測される場合は、通行規制等必要な措置を講じ、

お客さまの安全確保に努めるものとする。 

第２章  災害発生直後の対応 

発災後は周辺状況を含めた被災状況の把握に努め、必要に応じて自主参集に努めるものと

する。なお、その際には、与えられた使命を認識し、職務に最善を尽くすものとするが、周

辺に被災者がいる場合等、判断に迷ったときは、社会人としての行動を優先するものとする。 

第１  体制の構築 

防災体制を早急に立ち上げるため、参集した社員で対策本部を設置するとともに、衛

星通信回線を利用した設備や機器など災害に強いシステムにより各種情報の収集と伝達

に努め、現地及び各機関への連絡体制の確立を図るものとする。 

第２ 災害情報の収集・連絡 

災害が発生した場合、災害情報等の収集・連絡を迅速に行うものとする。この場合、

概括的な情報も含め多くの情報を効果的な通信手段・機材を用いて伝達し、被害状況の

早期把握を行うものとする。 

１ 災害情報等の把握と連絡 

災害が発生した場合、当社の気象観測機器や地震計の情報、気象庁による気象情報

や地震・津波情報、テレビ・ラジオ等の情報及び他の道路の通行規制状況に関する情

報等を総合的に収集するものとする。その後、点検等の進捗とともに災害情報につい

て、詳細に把握するものとする。 

２ 被害状況の早期把握 

災害発生後、高速道路等の概括被害状況等、被害の規模を推定するための情報の収

集を行い、順次内容及び精度を高めるものとする。また、必要に応じへリコプターに

よる目視、撮影等により被害状況の把握を行うものとする。 

３ 関係機関との情報交換 

被害情報、災害応急対策活動状況等に関し、関係機関と緊密な情報交換を行うもの

とする。 

４ 情報の集約と窓口の一元化 

現地における災害応急対策及び関係機関との情報交換等に支障をきたさないよう、



 

6 

災害情報の収集・提供にあたっては、情報の集約及び窓口の一元化に特に留意するも

のとする。 

第３ 通信手段の確保 

災害発生後直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保するものとする。このため、

業務用通信回線、衛星通信回線等の情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生

じた場合、速やかに施設の復旧を行うものとする。 

第３章 活動体制の確立 

第１ 活動体制 

災害復旧にかかる人員の確保、資材等の確認を行い、必要に応じて、当社及びグルー

プ会社のみならず、防災協力会社や他の高速道路会社と連携し、総合的な復旧体制を確

立するものとする。また、営業中の路線が被災した場合は、必要に応じて他の事業活動

を中断し、その応急復旧に全力を尽くすものとする。 

第２  指揮系統の一元化 

災害による非常時においては、指揮系統の一元化を図り、迅速かつ的確な対応が図れ

るよう、有効な命令系統を構築するものとする。 

第３ 関係機関との連携 

国、機構、地方公共団体等関係機関と緊密な連携の確保に努めるものとする。 

第４ 応援協力 

１ 災対法第２９条、第３０条、第３１条、第８０条等に基づき、必要かつ可能な場合

は関係機関と相互に応援協力を行うものとする。 

２ 人命又は財産保護のため必要があるときは、災対法第８０条第２項に基づき関係機

関に応援を依頼し、必要な措置を講じるものとする。 

第４章 道路機能の確保等 

第１ 道路交通規制 

道路交通規制に当たっては、機構、交通管理者、関係道路管理者及び関係機関と緊密

な連絡と調整を図るものとする。 

第２ 応急復旧等 

応急復旧にあたっては、早急に被害状況を把握し、障害物の除去を行うものとし、緊

急開口部の活用も含め、道路交通の確保に努めるものとする。また、災害時における被

災地への円滑な緊急物資等の輸送を確保するため、緊急輸送ルートの確保を最優先に応

急復旧等を実施するものとする。 

１ 障害物の除去 

路上障害物が発生した場合は、状況に応じて交通管理者、消防機関等と協力し、必

要な措置を講ずるものとする。また、車両その他の物件により緊急通行車両の通行帯

確保が困難となり、緊急を要する場合には災対法第７６条の６に基づき、機構に措置

を求め、道路管理者による障害物排除を実施するものとする。 

２ 応急復旧 

道路交通の確保及び被害の拡大を防ぐため、必要があるときは、仮道、仮橋、締切

工等の災害応急対策を迅速に施行する等、被害状況に応じた適切な応急復旧を行うも

のとする。 

３ 人員・資機材の確保 

防災協力会社等との間の応援協定等を結び、障害物の除去、応急復旧等に必要な人

員、資機材等の確保に努めるものとする。 

４ 関係機関との情報交換 

障害物の除去、応急復旧等の災害応急対策の実施状況について、必要に応じ関係機

関と緊密な情報交換を行うものとする。 

第３ 高速道路等が緊急交通路、緊急輸送ルート等に指定された場合の措置 

高速道路等が国、地方公共団体等から、緊急交通路、緊急輸送ルート、迂回路又は広

域進出拠点、進出拠点に指定されたときは、関係機関と調整の上、必要な措置を行い、
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道路交通の確保や緊急開口部を活用した被災地支援及び広域応援部隊の参集場所等の支

援に協力するものとする。この場合において、料金を徴収しない車両の取扱い等料金徴

収業務に関し、適切な措置を講ずるものとする。 

第４編  災害復旧 

災害による地域の社会経済活動の低下を最小限にとどめるため、応急復旧後、可能な限り短

期間に本復旧を図るものとする。 

第１ 災害復旧計画の策定 

１ 災害復旧計画 

災害発生後、速やかに被害状況、原因等を調査し、災害復旧のための工法等、災害

復旧計画の立案を行うものとする。なお、その場合も高速道路の緊急交通路や緊急輸

送ルートの機能確保を考慮するものとする。 

２ 隣接施設等管理者との協議 

高速道路の復旧にあたり、隣接施設等に影響を及ぼす場合、又は隣接した施設等が

被災により高速道路等に重大な影響を及ぼす場合等は、当該管理者と早急に協議して

災害復旧計画を定めるものとする。 

第２ 改良復旧の実施 

被災施設の復旧に当たっては、原形復旧を基本にしつつも、災害の再度防止等の観点か

ら、可能な限り改良復旧を行うものとする。 

第３ 災害復旧の促進 

災害の影響を最小限にとどめるため、復旧工事を迅速に実施するものとする。 

第４ がれきの処理 

 被災により生じたがれきの処理にあたっては、関係機関と調整のうえ計画的に行うもの

とする。また、環境汚染の未然防止、並びに住民及び作業者の健康管理のため、適切な措

置等を講ずるものとする。 

第５  災害対応資料の整理保存 

次に災害が発生した時の備えとして、災害発生から災害復旧完了までの記録を整理保存

し、災害対応の強化に努めるものとする。 

第５編 南海トラフ地震への対応 

南海トラフ地震法に基づき、津波などに対する推進計画を次に定める。なお、本編に定めの

ない事項については、第２編から第４編の規定によるものとする。 

第１ 情報の収集及び伝達 

１ 気象庁が発表する津波に関する警報又は特別警報及び南海トラフ地震臨時情報につ

いては、迅速に認知及び伝達できる体制の整備を図るものとする。 

２ 気象庁が津波に関する警報又は特別警報を発表したときは、津波による被害の危険

性がある区域及びその周辺の高速道路等の利用者に対して、道路情報提供装置等に

よる情報提供に努めるとともに、関係機関と調整のうえ、津波による被害の危険性

がある区域への進入を控えるよう広報を行うものとする。 

第２ 避難誘導計画の作成 

津波想定高さの見直し等により、高速道路施設等が津波による被害の危険性がある区

域に指定又は恐れがある場合、関係機関と調整のうえ、津波に関する警報又は特別警報

発表時のお客さまの避難誘導計画を作成するものとする。 

第３ 道路交通対策 

道路交通状況の把握に努めるとともに、南海トラフ地震防災対策推進基本計画に基づ

き府県公安委員会が津波の危険性がある区域の交通規制を行う場合には、協力するもの

とする。 

  第４ 避難者の受け入れ 
    南海トラフ地震発生により、周辺地域より休憩施設へ一時的な緊急避難が実施された

場合には、応急活動等に支障のない範囲で受け入れるものとする。 
第５ 防災訓練 

南海トラフ地震の津波に対する実践的な訓練を行うものとする。 
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第６編 災害発生時のステークホルダーへの対応 

各ステークホルダーの要請に応え、信頼される存在であるため、ステークホルダーごとに取

るべき対応を次に示すものとする。 

第１章  お客さまへの対応 

災害発生時には、お客さまの安全を第一に考え、その要請に応えるよう全力を尽くすものと

する。 

第１  応急対策 

１  本線での対応 

（１） あらゆる手段を活用して、お客さまに迅速かつ的確に最新の道路情報を提供

し、安全に誘導することに努めるものとする。 

（２） お客さまが速やかに高速道路を利用できるように、当社及びグループ会社が

連携して、被災状況に応じた迅速かつ効率的な車線確保に努めるものとする。 

（３） 災害発生時においても、お客さまが通報可能なシステムの開発に努めるもの

とする。 

２  料金所での対応 

お客さまの安全を確保するため、あらゆる手段を講じて、迅速かつ的確に情報提供

を行うとともに、災害の状況及び周辺の被災状況に応じて車両の出入りの制御に努め

るものとする。 

３  ＳＡ・ＰＡでの対応 

関係機関と連携をとり、ＳＡ・ＰＡに滞留するお客さまに対し、必要な救護活動を

行うとともに、迅速かつ的確な情報提供と安全誘導に努めるものとする。 

第２  広報・情報提供 

１  お客さまセンターや休憩施設に設置されているインフォメーションなど、お客さま

窓口を有効に活用して、お問合せに対してきめ細やかな情報を迅速かつ的確にお知

らせするものとする。 

２  災害の状況や被害の程度に応じて、お問合せ窓口を充実するよう努めるものとする。 

第２章  地域社会への対応 

地域に貢献するという社会的使命を認識し、沿線地域の皆様の理解を得たうえで、復旧対

策を実施するものとする。また、地域社会の一員として、周辺地域への支援にも努めるもの

とする。 

１  被災地への復興支援を第一に考え、被災地への緊急輸送ルートの確保を最優先とし

た対策を迅速に講じるものとする。 

２  高速道路の被災が沿線家屋や沿線住民へ影響を及ぼさないよう、その防止に努める

ものとする。 

３  得られた情報については、沿線地方公共団体等関係機関を通じて周辺地域の皆様に

提供し、更なる被害の防止に努めるものとする。 

４  周辺地域に被害が予測される場合又は被害が発生した場合には、必要に応じて、地

方公共団体と調整のうえ、周辺地域への支援を行うものとする。 

第３章 国民への対応 

第１  復旧活動 

１  国民生活や社会経済活動の低下を最小限にとどめるため、迅速な応急復旧を行うも

のとする。 

２  国民生活の更なる安全・安心を確保するため被災原因を分析し、災害復旧に際して

は、改良復旧を行うものとする。 

第２  広報・情報提供 

非常時における高速道路ネットワークの果たす機能に鑑み、国民が必要とする情報を
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メディア及びホームページなどを通じて積極的に提供するものとする。 

第４章 社員及びその家族への対応 

１  グループ会社を含む社員及びその家族の安否確認を確実に行うシステムを整備す

るとともに、それぞれに対して必要な情報提供を行うものとする。 

２  グループ会社を含む社員が安心して災害対策に専念できるよう、その家族に対し

て出来る限りの支援を行うものとする。 

附 則 

１ この規程は、令和４年４月２８日から施行する。 


